
［事案 24-40］ 配当金支払請求  

・平成 24年９月 14日  裁定終了 

＜事案の概要＞ 

 保険会社には、設計書記載の配当金を支払う義務があるとして、その支払いを求めて申

立てがあったもの。 

＜申立人の主張＞ 

平成４年２月に終身保険に加入したが、加入にあたり、募集人から、設計書を用いて、

毎年配当金が支払われると記載された部分を示されて説明を受け、また、特別配当金の支

給があることも示唆されて信用し契約した。しかし、実際の配当金は、設計書記載の特別

配当金を含む配当金累計額との相違があまりにも激しい。保険会社には、約款に従い設計

書記載の積立配当金を支払う義務があることから、その支払を求める。 

＜保険会社の主張＞ 

 下記の理由により、申立人の請求に応じることはできない。 

(1)配当金は、毎事業年度の決算の結果、剰余金が生じた場合に、各契約の剰余金発生への

貢献度に応じて、約款の定めに従い割り当てられるものであり、契約時に将来支払われ

る配当金の額が定まっているわけではない。したがって、契約時に将来一定額の配当金

を支払う旨の契約は成立していない。 

(2)また、設計書等の資料に記載された配当金額は確定したものではなく、将来変動する可

能性があることは、同設計書に注意書きで明確に説明されている。 

(3)申立人と当社との間で、設計書等に記載された金額の配当金を支払う契約は成立してい

ない。 

＜裁定の概要＞ 

裁定審査会では、当事者から提出された申立書、答弁書等の書面にもとづき審理した結

果、下記の理由により申立内容は認められないことから、指定（外国）生命保険業務紛争

解決機関「業務規程」第 37条にもとづき、裁定書をもってその理由を明らかにして裁定手

続を終了した。 

(1)本契約の約款によると「主務大臣の認可を得た方法により計算した社員配当金を割り当

てます」と規定されており、この「主務大臣の認可を得た方法」とは、収支相等の原則

を基礎に、予定死亡率、予定利率、予定事業費率の３つの予定率を組み合わせた計算方

法であり、この計算方法に従えば、毎年度の社会情勢等によって、配当金額は一定では

なく増減したり無配当となったりすることがありえる。そのため、本契約についての配

当金のように、毎年度の配当金額が０円となることも、約款の規定に従った配当である

といえる。 

(2)ところが、申立人は、約款の規定とは異なり、設計書に記載された積立配当金累計額に

至るよう毎年度配当する契約の成立を主張していることから、申立人と保険会社との間

で、申立人が主張するような約款の規定とは異なる契約が成立したかが問題となる。 



(3)契約は、双方の合意によって成立するが、この合意は、口頭の合意であっても契約の成

立が認められる。ただし、契約が成立するためには、契約当事者間で、合意の中身が重

要な部分において合致している必要がある。 

(4)本件において申立人は、保険会社との間において、設計書に記載された積立配当金累計

額に至るよう毎年度配当する契約が成立した旨主張し、これに対し保険会社は、申立契

約締結時にそのような契約内容を合意していない旨主張している。このように、保険会

社が、申立人が主張する契約内容について合意をしていないことは、本契約締結時に申

立人に交付された設計書に、「配当数値は、平成３年度の支払配当率がそのまま推移した

と仮定して計算したもので、今後変動（増減）することがあります。従って、将来のお

支払額をお約束するものではありません」と明記されていることからも明らかである。 

(5)よって、申立人と保険会社は、本契約の配当に関して、約款の規定とは異なる申立人が

主張する内容で合意をしたとは認められない。 

 

 


